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中野区自転車駐車場条例新旧対照表 
 

現  行 改正案 
別表第 1(第 2条関係) 別表第 1(第 2条関係) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

種類 名称 位置

中野駅北口中央自転

車駐車場 
中野区中野四丁目9
番先 

沼袋第二自転車駐車

場 
中野区沼袋一丁目7
番先及び中野区沼袋

三丁目1番先 
鷺宮南自転車駐車場 中野区白鷺二丁目49

番及び中野区白鷺三

丁目1番 
鷺宮東自転車駐車場 中野区若宮三丁目56

番 
鷺宮北自転車駐車場 中野区鷺宮三丁目30

番 
沼袋地下自転車駐車

場 
中野区沼袋一丁目34
番14号 

東中野南自転車駐車

場 
中野区東中野一丁目

53番 
都立家政南自転車駐

車場 
中野区若宮三丁目15
番12号 

都立家政北自転車駐

車場 
中野区鷺宮一丁目26
番4号 

中野駅北口西自転車

駐車場 
中野区中野四丁目9
番 

中野南自転車駐車場 中野区中野二丁目26
番 

中野坂上駅自転車駐

車場 
中野区中央二丁目8
番先 

東中野駅自転車駐車

場 
中野区東中野三丁目

9番先 
沼袋第一自転車駐車

場 
中野区沼袋三丁目1
番 

野方第一自転車駐車

場 
中野区野方五丁目32
番 

野方第二自転車駐車

場 
中野区野方五丁目32
番 

有料制駐車場 

中野新橋駅自転車駐

車場 
中野区弥生町二丁目

24番 
新江古田自転車駐車

場 
中野区江原町二丁目

29番17号 
登録制駐車場 

中野富士見町自転車

駐車場 
中野区弥生町五丁目

23番17号 
 

種類 名称 位置

中野駅北口中央自転

車駐車場 
中野区中野四丁目9
番先 

沼袋第二自転車駐車

場 
中野区沼袋一丁目7
番先及び中野区沼袋

三丁目1番先 
鷺宮南自転車駐車場 中野区白鷺二丁目49

番及び中野区白鷺三

丁目1番 
鷺宮東自転車駐車場 中野区若宮三丁目56

番 
鷺宮北自転車駐車場 中野区鷺宮三丁目30

番 
沼袋地下自転車駐車

場 
中野区沼袋一丁目34
番14号 

東中野南自転車駐車

場 
中野区東中野一丁目

53番 
都立家政南自転車駐

車場 
中野区若宮三丁目15
番12号 

都立家政北自転車駐

車場 
中野区鷺宮一丁目26
番4号 

中野駅北口西自転車

駐車場 
中野区中野四丁目9
番 

中野南自転車駐車場 中野区中野二丁目26
番 

中野坂上駅自転車駐

車場 
中野区中央二丁目8
番先 

東中野駅自転車駐車

場 
中野区東中野三丁目

9番先 
沼袋第一自転車駐車

場 
中野区沼袋三丁目1
番 

野方第一自転車駐車

場 
中野区野方五丁目32
番 

野方第二自転車駐車

場 
中野区野方五丁目32
番 

中野新橋駅自転車駐

車場 
中野区弥生町二丁目

24番 

有料制駐車場

新井薬師北自転車駐

車場 
中野区上高田五丁目

43番6号 
新江古田自転車駐車

場 
中野区江原町二丁目

29番17号 
登録制駐車場

中野富士見町自転車

駐車場 
中野区弥生町五丁目

23番17号 
別表第 2（第 8 条、第 9条関係）（略） 

 

附 則 

１ この条例は、平成１８年４月２０日から施行する。 

２ 改正後の別表第１に掲げる有料制駐車場のうち新井薬師北

自転車駐車場の利用開始は、平成１８年５月１日からとする。

 



新井薬師北自転車駐車場の開設について 

 

 

１ 施設の名称及び位置 

  ・新井薬師北自転車駐車場 

  ・中野区上高田五丁目４３番６号 

   ＊施設の位置図は、別紙のとおり。 

 

２ 駐車場の種類及び利用の形態 

  ・有料制自転車駐車場 

  ・定期利用及び１日利用 

 

３ 実施時期 

  ・平成１８年５月１日から 

 

４ 実施内容 

  ・収容予定台数  １００台 

  ・定期利用    １か月１，９００円、３か月５，１００円 

  ・１日利用    １００円 




